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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和3年10月28日(2021.10.28)

【公開番号】特開2021-81886(P2021-81886A)
【公開日】令和3年5月27日(2021.5.27)
【年通号数】公開・登録公報2021-024
【出願番号】特願2019-207578(P2019-207578)
【国際特許分類】
   Ｇ０８Ｃ  15/06     (2006.01)
   Ｂ６０Ｒ  11/02     (2006.01)
   Ｇ０８Ｃ  19/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｖ  11/00     (2006.01)
   Ｇ０８Ｇ   1/16     (2006.01)
   Ｇ０１Ｓ  17/93     (2020.01)
   Ｇ０１Ｓ  13/931    (2020.01)
   Ｇ０１Ｓ  13/86     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０８Ｃ   15/06     　　　Ｆ
   Ｂ６０Ｒ   11/02     　　　Ｚ
   Ｇ０８Ｃ   19/00     　　　Ｓ
   Ｇ０１Ｖ   11/00     　　　　
   Ｇ０８Ｇ    1/16     　　　Ｃ
   Ｇ０１Ｓ   17/93     　　　　
   Ｇ０１Ｓ   13/93     ２２０　
   Ｇ０１Ｓ   13/86     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年9月14日(2021.9.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車載用の計測装置ユニット（１０）であって、
　複数の検出器（３１、３２、３３）と、
　前記複数の検出器とそれぞれ接続されている複数の入力部（２０３）と、車両内に配置
されている制御装置（４０）と接続されている出力部（２０４）と、前記複数の入力部を
介して入力される前記複数の検出器からの検出データを用いて統合データを生成して前記
出力部を介して出力する統合データ生成部（２００）と、を備えるデータ処理装置（２１
）と、を備え、前記制御装置と前記統合データ生成部とを接続する配線数は、前記統合デ
ータ生成部と前記複数の検出器とを接続する配線数よりも少ない、車載用の計測装置ユニ
ット。
【請求項２】
　請求項１に記載の車載用の計測装置ユニットにおいて、
　前記複数の検出器は、異なる種類の複数の検出器を含む、車載用の計測装置ユニット。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の車載用の計測装置ユニットはさらに、
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　前記データ処理装置を内包する本体（２０）を備え、
　前記複数の検出器は前記本体の周囲に配置されている、車載用の計測装置ユニット。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の車載用の計測装置ユニットにおいて、
　前記データ処理装置は、車両の環境情報、車両の走行情報および前記複数の検出器の配
置情報の少なくともいずれか一つの情報を用いて、各前記検出器からの検出データに対す
る優先度を決定し、決定した優先度に応じて前記統合データを生成する、車載用の計測装
置ユニット。
【請求項５】
　請求項４に記載の車載用の計測装置ユニットにおいて、
　前記データ処理装置は、前記統合データに占める、前記優先度の高い検出データの量を
他の前記検出データの量よりも大きくする、車載用の計測装置ユニット。
【請求項６】
　請求項４に記載の車載用の計測装置ユニットにおいて、
　前記データ処理装置は、前記優先度の高い検出データを他の前記検出データよりも高い
頻度で前記統合データとして出力する、車載用の計測装置ユニット。
【請求項７】
　請求項４から６のいずれか一項に記載の車載用の計測装置ユニットにおいて、
　前記統合データ生成部は、前記車両の走行情報および前記複数の検出器の配置情報を用
いて前記優先度を決定する、車載用の計測装置ユニット。
【請求項８】
　請求項４から６のいずれか一項に記載の車載用の計測装置ユニットにおいて、
　前記統合データ生成部は、前記車両の環境情報を用いて前記各検出器からの検出データ
の種別に応じて前記優先度を決定する、車載用の計測装置ユニット。
【請求項９】
　請求項４から６のいずれか一項に記載の車載用の計測装置ユニットにおいて、
　前記統合データ生成部は、前記制御装置において動的に要求される前記各検出器からの
検出データに応じて前記優先度を決定する、車載用の計測装置ユニット。
【請求項１０】
　車載用の計測装置ユニット（１０）における統合データ生成方法であって、
　複数の検出器から検出データを受信し、
　複数の前記検出データを用いて統合データを生成し、
　車両内に配置されている制御装置（４０）に対して送信すること、を備え、前記制御装
置と前記計測装置ユニットが備える前記統合データを生成する統合データ生成部とを接続
する配線数は、前記統合データ生成部と前記複数の検出器とを接続する配線数よりも少な
い、統合データ生成方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　第１の態様は、車載用の計測装置ユニットを提供する。第１の態様に係る車載用の計測
装置ユニットは、複数の検出器と、前記複数の検出器とそれぞれ接続されている複数の入
力部と、車両内に配置されている制御装置と接続されている出力部と、前記複数の入力部
を介して入力される前記複数の検出器からの検出データを用いて統合データを生成して前
記出力部を介して出力する統合データ生成部と、を備え、前記制御装置と前記統合データ
生成部とを接続する配線数は、前記統合データ生成部と前記複数の検出器とを接続する配
線数よりも少ない。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　第２の態様は、車載用の計測装置ユニットにおける統合データ生成方法を提供する。第
２の態様に係るデータ送信方法は、複数の検出器から検出データを受信し、複数の前記検
出データを用いて統合データを生成し、車両内に配置されている制御装置に対して送信す
ること、を備え、前記制御装置と前記計測装置ユニットが備える前記統合データを生成す
る統合データ生成部とを接続する配線数は、前記統合データ生成部と前記複数の検出器と
を接続する配線数よりも少ない。
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